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  東  区 

 

 

 東区は、市域の中央東部に位置し、南部は大阪狭山市と隣接しています。 

面積は約１０.４９ｋ㎡で、７区の中で最も小さい区になります。人口は約８万４０００人、

世帯数は約３万７０００世帯で、南海高野線沿線を中心とした住宅市街地、農地などから

なっています。 

 住宅市街地では、初芝や大美野など昭和初期に計画的に開発・整備された住宅地が広が

る一方、農村地域では、古いまち並みやため池などの自然環境が多く残っております。 

 古墳時代には、人物埴輪や円筒埴輪づくりが盛んに行われており、埴輪を焼く窯跡も見

つかっています。また、高野山に通じる西高野街道沿いに集落が形成され、現在でも、一

部に旧街道の面影を残しています。この区域は、もともと南河内郡の南八下村、日置荘町、

登美丘町でしたが、昭和３０年代に堺市と合併しました。 

 近年では、南海高野線北野田駅前の再開発事業により、東図書館、東文化会館(生涯学習

施設・北野田フェスティバル）、商業施設、共同住宅などが次々と完成し、近隣市を含め

た地域の生活拠点として発展しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東区役所 

〒599－8112 

堺市東区日置荘原寺町195番地１ 

（企画総務課） 

Tel 072－287－8100 

Fax 072－287－8113 

南海高野線 萩原天神駅から 

東へ約 200ｍ 

構  造：ＳＲＣ 

    （地下１Ｆ・地上４Ｆ） 

敷地面積： 7,882.33 ㎡ 

建築面積：  2,378.83 ㎡ 

延床面積：  8,117.26 ㎡ 

（区役所  7,030.48 ㎡） 

（老人福祉センター 

      1,086.78 ㎡） 

駐車場 ：来庁者用   57 台 

     公  用   26 台 

 

白 鷺 公 園 

面積    10.49㎢ 

人口   84,429人 

世帯数  37,410世帯 

（令和 5年 4月 1日現在） 
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東区みんなで育むわがまちビジョン ～そっか、そやね、やろうよ！みんなが主役～  

東区では、中長期視点でめざす区の将来像や取り組むべき施策の基本方針を示す「東区みんな

で育むわがまちビジョン ～そっか、そやね、やろうよ！みんなが主役～」を策定しました。 

本ビジョンをもとに、地域の課題解決や魅力と活力のある持続可能な「わがまち」の実現に向

けて、行政、市民、団体・事業者などの各主体と連携・協力して、取り組んでいきます。 

（計画期間：令和 3年度～7年度） 

 

■「わがまち」の理念 

「まち」の主役は私たち みんながつながるパートナーシップの推進 

東区のさらなる活性化には、区民が何らかの形で地域や区の活動に関わることが必要です。 

 さまざまな人・団体・機関が「主役」となって、情報を発信・共有し、思いを語りあい、互い

に理解を深めて協力しながら、合意を形成し、未来を切り開くことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■めざす将来像 

人・世代がつながる 住み続けたいまち ～安全・安心、暮らしと文化～ 

10 年後を見据えて、暮らしの基盤となる「安全・安心」をさらに充実させ、ICT（情報通信技

術）の発展や社会経済情勢の変化、自然災害や感染症対策による生活様式の変化に対応し、地域

の魅力向上と区民と行政がともに取り組むことが重要です。 

 

■将来像の実現に向けた基本方針 

 

・安全・安心 

 防災意識・防災力の向上、防犯灯・防犯カメラの設置促進、 

 自転車盗・特殊詐欺被害防止の取組 等 

・健康・福祉 

 各種検診（健診）の受診勧奨、口腔保健サポート、相談窓口 

の充実、健康増進活動の応援 等 

・子育て・教育 

 子育て情報の提供、ネットワークの充実、育児・虐待相談体制 

の充実、教育向上・健全育成 等 

基本方針１．健やかに暮らせる、安全・安心なまち 
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・学びの機会 

 次世代の担い手育成、地域活動の参加・参画促進、生涯学習 

の機会の充実 等 

・魅力と活力 

 プラットフォーム（地域運営組織）の構築、市民活動支援、 

 多世代の参画・交流の機会創出、賑わいと憩いの場創出 等 

 

 

・自然環境と景観 

 緑化活動推進、特色を活かした景観形成、水系ネットワーク 

環境向上、地域美化 等 

・脱炭素 

 省エネ・節電の取組推進、環境負荷の少ない交通手段の促進、 

 自転車交通マナーの向上 等 

 

 

・歴史発信 

 歴史的資源の保全・活用、地域資源の発掘・魅力再発見、 

 安心して散策できる環境整備 等 

・文化交流 

 芸術・文化の体験・発表の機会の充実、さまざまな主体との 

連携・協働による優れた芸術・文化にふれあえる取組推進 等 

 

 

基本方針３．水と緑と暮らしが調和するまち 

基本方針４．歴史・文化をつむぎ、育むまち 

基本方針２．人と人がつながり、賑わいのあるまち 


